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「Go To Eat」事業の利用条件緩和について

R3.10.13

１ 趣 旨

８月１９日に利用条件をテイクアウト、デリバリーに限定して販売を再開したGo To

Eat事業については、飲食需要を喚起し、道内の飲食店の経営を応援するため、令和３

年１０月１５日（金）から全道で店内利用を再開する。

２ 実施内容

・１０月１５日（金）から、札幌市を含む全道域で、「Go To Eat北海道お食事券」の店

内利用を再開する。

・利用人数は４人以下（単位）、利用時間は２時間以内。

３ 感染症が拡大した際の対応

ステージⅢまたは外出自粛を要請した場合、その地域において店内利用を停止し、テイ

クアウト、デリバリーのみとする。

【参考】 「Go To Eat北海道お食事券」について

・販 売 冊 数 100万冊

・販 売 実 績 30万冊

・販 売 場 所 道内の金融機関等 435カ所

・登録店舗数 令和３年10月現在 7,344店舗

・販 売 期 限 令和３年11月15日

・利 用 期 限 令和３年12月15日


